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矢板市条例第  号 

 

矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和５６年矢板市条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） 

第７条 略 

２ 期末手当の額は、基準日現在（退職

し、又は死亡した議長等にあつては、

退職し、又は死亡した日現在）におい

て議長等が受けるべき議員報酬の月額

に、その議員報酬の月額に１００分の

４５を超えない割合を乗じて得た額を

加算した額に１００分の１６２．５を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とす

（期末手当） 

第７条 略 

２ 期末手当の額は、基準日現在（退職

し、又は死亡した議長等にあつては、

退職し、又は死亡した日現在）におい

て議長等が受けるべき議員報酬の月額

に、その議員報酬の月額に１００分の

４５を超えない割合を乗じて得た額を

加算した額に１００分の１６７．５を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とす



る。 

⑴～⑷ 略 

る。 

⑴～⑷ 略 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の矢板市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例第７条第２項の規定にかかわらず、この規定によ

り算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、

令和３年１２月に支給された期末手当の額に、１６７．５分の１０を乗じて得

た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。この場合

において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 （市規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定め

る。 


